
   令和４年度第４回佐倉市行政評価懇話会 

 

１ 日  時 令和５年３月２２日（水）１４時００分～１６時３０分 

２ 会  場 議会棟第３委員会室、現地視察 

３ 議  事 

（１）行政評価に関する提言書（案）について 

（２）地方創生拠点整備交付金等事業等について（現地視察） 

 

 

 

資料 

・資料１ 令和４年度行政評価に関する提言書（案） 

・資料２ 佐倉市スマートオフィスプレイスの事業報告 
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Ⅰ．はじめに 

 

佐倉市行政評価懇話会は、市内部における行政評価結果を点検し、基本施策等の取組みの

方向性及び手段等についての提言を行い、その実効性を高めることを目的として設置された

機関です。 

評価の対象は、令和２年度から令和５年度までを計画期間とする「第５次佐倉市総合計

画・前期基本計画」における各施策の進捗状況であり、その中でも、特に４つの重点目標に

係る基本施策の実施状況について、重点的に評価を行うことといたしました。 

４つの重点目標は、計画期間において人口減少や少子高齢化がより一層進むことが想定さ

れる中、定住人口や交流人口の増加を図るため、良好な住環境の整備や産業の活性化を図る

必要があるとの観点から、１「市民協働の加速化、持続可能なまちづくり」２「健康寿命の

延伸・生涯活躍の場の創出」３「子育て世代の流入・定住促進、子育て支援施策の維持拡

充」４「計画的な施設・インフラ整備の推進、持続可能な財政運営」を設定しています。 

今年度の評価は、重点目標２「健康寿命の延伸・生涯活躍の場の創出」に係る基本施策の

令和３年度における取組みを対象とし、市が行った行政評価結果の検証を行いました。検証

にあたっては、市の担当部署からの報告に対し、質疑応答を行い、外部評価機関としての立

場から、市における内部評価結果の妥当性や改善に向けた提言などを、本提言書として取り

まとめました。 

市においては、本書による改善に向けた提言を、今後の施策立案や具体的取組みに活か

し、市の将来都市像である「笑顔輝き 佐倉咲く みんなで創ろう『健康・安心・未来都

市』」の実現に向け、重点目標に掲げられた施策をより一層推進されることを期待します。 

 

 

 

 

 

令和５年３月２２日 

 

佐倉市行政評価懇話会     

委 員 長  小川 真実 

副委員長  栗田 智  

    委  員 浅野 隆   

委  員  飯塚 香奈子    

 委  員  稲垣 かおる  

委  員  柴倉 宏行    

                                                             委  員 立崎 貴子
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Ⅱ．行政評価懇話会 活動状況  

 

参

考 

自己評価（担当部署による評価）（P6参照） 令和 4年 6月～7月 6日 

行政評価委員会（内部評価機関）（P6参照） 令和 4年 7月 19日 

 

 日 時 ・ 場 所 活   動   内   容 

第１回 ８月４日（木） 

14：00～15：55 

１号館３階会議室 

 

①佐倉市行政評価の概要について 

②令和３年度佐倉市行政評価懇話会の提言に関する対応

についての評価 

③令和３年度における各基本施策の進捗状況について市

からの報告、質疑・意見交換 

④令和４年度の評価対象の決定 

第２回 11月１日（火） 

14：00～16：25 

１号館３階会議室 

①基本施策評価についての担当課質疑・意見交換（高齢

者福祉・商工業振興） 

②新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用した事業について市からの報告、質疑・意見交換 

 

第３回 11月18日（金） 

14：00～16：15 

議会棟全員協議会室 

①基本施策評価についての担当課質疑・意見交換（健

康づくり・生涯学習・スポーツ振興） 

②基本施策評価の取りまとめ、意見交換（健康づくり・

生涯学習・スポーツ振興・高齢者福祉・商工業振興） 

 

第４回 ３月22日（水） 

① 14：00～14:30 

議会棟第３委員会室 

② 14:30～16:30 

夢咲くら館、 

佐倉市スマートオ

フィスプレイス 

①令和４年度行政評価に関する提言書（案）について 

②地方創生拠点整備交付金等事業等（現地視察） 
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Ⅲ．行政評価の概要 

１．第５次佐倉市総合計画・前期基本計画の体系 

 第５次佐倉市総合計画では、将来都市像の実現を目指し、５つのまちづくりの基本方針のも

と、施策の推進を図っています。 

 

〈将来都市像〉   〈５つのまちづくりの基本方針〉   〈基本施策〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 人と自然が調和した安心して 

暮らせるまち 

（都市基盤・住環境） 

１ ともに支え合い誰もがいきいき 

と暮らせるまち 

（福祉・健康・子育て） 

 

３ 地域の資源を活かした活力と 

賑わいのあるまち 

（産業・観光・文化） 

4 豊かな心を育み 笑顔あふれる 

まち（教育） 

５ 市民とともに創る多様性の 

ある持続可能なまち 

（市民参加・自治体運営） 

 
1 地域福祉 

2 子育て支援 

3 高齢者福祉 

4 障害者福祉 

5 健康づくり 

笑
顔
輝
き 

佐
倉
咲
く 

み
ん
な
で
創
ろ
う
「健
康
・安
心
・
未
来
都
市
」 

 
1 都市計画・公共交通 

2 住宅・住環境 

3 道路環境 

4 公園・緑地整備 

5 上下水道 

6 消防・防災 

7 防犯・交通安全 

8 市民相談・結婚支援 

9 環境保全 

 
1 商工業振興 

2 農業振興 

3 観光振興 

4 文化・芸術振興 

 
1 学校教育 

2 教育環境 

3 生涯学習 

4 青少年健全育成 

5 スポーツ振興 

6 高等教育機関等との連携 

 
1 コミュニティ 

2 平和・国際化 

3 情報発信・共有、広聴 

4 人権・男女平等参画 

5 行財政運営 

6 資産管理 
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２．第５次佐倉市総合計画・前期基本計画の重点目標 

 

 

 
 

  

①市民協働の加速化、
持続可能なまちづくり

②健康寿命の延伸・生
涯活躍の場の創出

③子育て世代の流入・
定住促進、子育て支援
施策等の維持拡充

④計画的な施設・インフ
ラ整備の推進、持続可能
な財政運営

〇地域福祉    〇コミュニティ 

〇生涯学習    〇商工業振興 

〇高等教育機関等との連携 

〇行財政運営 

 

〇高齢者福祉    〇健康づくり 

〇スポーツ振興   〇商工業振興 

〇生涯学習 

 

〇子育て支援    〇学校教育 

〇商工業振興    〇農業振興 

〇住宅・住環境   〇環境保全 

〇情報発信・共有、広聴 

 

＜位置付けられる基本施策＞ 

〇都市計画・公共交通 

〇道路環境 

〇行財政運営 

〇資産管理 

 

＜重点目標＞ 

今年度の評価対象 
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３．評価対象 

 評価対象は、「第５次佐倉市総合計画・前期基本計画」における各施策の進捗状況です。 

その中でも、特に４つの重点目標に係る基本施策の進捗状況について、令和２年度から令和６

年度までを計画期間とする「第２期佐倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における具体的

施策とも関連することから、重点的に評価を行うこととしました。 

今年度は、４つの重点目標のうち、重点目標２「健康寿命の延伸・生涯活躍の場の創出」に

係る以下の５つの基本施策について、令和３年度における取組みの評価を行いました。 

（１）高齢者福祉 

（２）健康づくり 

（３）スポーツ振興 

（４）商工業振興 

（５）生涯学習 

 

４．評価方法 

（１）内部評価 

  市内部の評価として、各基本施策の取りまとめ推進課・関係課において、「基本施策評価

シート」により施策の進捗状況の自己評価を実施しました。総合評価の判定（Ａ～Ｅ）にあ

たっては、成果指標の進捗状況を７割程度、施策内の事務事業評価結果を３割程度の比重と

し、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」という。）などの社会的要因に対する対応

状況も踏まえ、総合的に判定することとしました。  

なお、Ａ～Ｅの判定内容は、以下のとおりです。 

Ａ 順調に進捗し、効果が上がっている 

Ｂ 概ね順調に進捗し、一部効果が上がっている  

Ｃ 半分程度は進捗している 

Ｄ 一部進捗している 

Ｅ 例年より後退  

   

評価シートの記入方法については、令和２年度から、コロナの影響による施設の休館やイ

ベント中止、事業縮小など、基本施策の推進に制約を受ける社会情勢が生じていたことなど

から、「コロナに伴う補正評価（成果指標の実績値がコロナの影響を大きく受けていると認

められる場合には、単に実績値の数値による評価を行うのではなく、その状況下において工

夫した施策など全体を考慮して評価すること。以下「コロナ補正」という。）」により判定を

行っており、今回も、同様の手法により自己評価を行いました。 

しかし、自己評価を踏まえて実施された、市の内部評価組織である「行政評価委員会」に

おける議論の中で、一部の基本施策評価シートについて、「成果指標の実績値が芳しくない

のに総合評価を良くしている理由について明記されていない」「コロナでも新規事業や行政

としてできることを対応したなどの実績記入が不十分」等の意見が出され、評価の判定に至

った理由の説明ができるよう、評価シートの補正を行った上で、内部評価として決定をしま

した。 
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（２）外部評価 

  行政評価委員会における内部評価の後、外部評価機関である当懇話会は、「基本施策評価

シート」を確認し、担当部署から、自己評価の内容や、成果指標について目標値に達しなか

った要因、今後の改善策などについての説明を受け、質疑応答を行いました。その結果を踏

まえ、市の内部評価結果の妥当性を検証の上、改善に向けた提言などを取りまとめました。 

 

Ⅳ．行政評価結果 

１．全体の総括的評価 

今年度の当懇話会における評価は、第５次佐倉市総合計画・前期基本計画の重点目標２「健

康寿命の延伸・生涯活躍の場の創出」に係る５つの基本施策について、まず、内部評価の妥

当性を検証し、「コロナ補正」に関して、以下のとおり指摘を行いました。 

 

・昨年度も同様だが、成果指標の進捗状況が芳しくないのに、「コロナ補正」により総合評

価を上方修正していることは、市民の納得が得られるものではない。 

・「コロナ補正」を行うならば、補正を考慮しない定量面での評価欄と、コロナ禍での対応

などを記載した定性面での総合的な評価欄が必要。 

 ・成果指標の見直しや、それぞれの指標の総合評価に対する比重設定の検討が必要。 

 

上記の指摘を踏まえ、「基本施策評価シート」の構成について、以下のとおり修正するよ

う市に要望し、再提出を依頼しました。 

 

① コロナの影響を加味せず、「客観的に成果指標の達成状況等から判定する施策の評価欄」

を新設し、記載する。 

② その上で「コロナ補正」が必要と判断される施策については、「補正が必要な理由」「コ

ロナ禍において工夫した内容・活動実績」「今後の改善策・方向性」など、補正の過程

を明らかにした上で、「補正後の総合評価（Ａ～Ｅ）」を記載する。 

 

これを踏まえ再提出された５つの基本施策の内部評価（成果指標の達成状況等による定量

的評価）と、その補正、当懇話会による妥当性の検証結果は、以下のとおりです。 

 基本施策 
「成果指標の達成状況」

等による評価 

市内部による 

補正後の評価 

懇話会による 

妥当性の検証結果 

１ 高齢者福祉 Ｃ：半分程度進捗 Ｂ：概ね順調に進捗 妥当 

２ 健康づくり Ｃ：半分程度進捗 Ｂ：概ね順調に進捗 妥当 

３ 商工業振興 Ｃ：半分程度進捗 Ｂ：概ね順調に進捗 妥当 

４ 生涯学習 Ｄ：一部後退している Ｂ：概ね順調に進捗 内部評価を修正す

べき（評価：Ｃ） 

５ スポーツ振興 Ｃ：半分程度進捗 Ｂ：概ね順調に進捗 妥当 

 

上の表のとおり、５つの基本施策のうち４つは『妥当』、１つは『内部評価を修正すべき』

としました。 
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『内部評価を修正すべき』とした「４．生涯学習」については、コロナ拡大によって、公

民館や図書館といった施策推進の拠点となる施設が利用制限を余儀なくされたことや、主催

事業も中止せざるをえなくなってしまった影響が大きく、各種施策に設定された成果指標の

実績を伸ばすことが出来ない状況に陥っていたことは理解しますが、補正前の評価『Ｄ』か

ら、補正後の評価『Ｂ』に２段階も補正するためには、具体的な数値を挙げるなどの客観的

な理由が必要であると考え、評価『Ｃ』が妥当と判断しました。 

そのほかの基本施策である「１．高齢者福祉」「２．健康づくり」「３．商工業振興」「５．

スポーツ振興」については、評価を補正する理由や、活動実績等を検証した結果、『妥当』と

判断し、市の内部評価は、概ね妥当であったものと考えます。 

全体の傾向として、令和３年度においても、コロナ拡大により、従前と同じ施策展開が困

難であった状況は変わらず、成果指標の目標達成が難しかったであろうことがうかがえまし

た。一方、オンライン活用による事業実施の工夫や、コロナ禍で経営危機に見舞われた中小

企業等への事業継続支援、感染防止対策を講じながら住民検診の期間や時間を拡大し、受診

率向上を図った取組みなど、コロナに対応した事業実施方法の改善等が図られ、各担当部署

における努力がうかがえました。 

今回評価を行った重点目標２に係る基本施策は、高齢化社会の進展に伴う医療費の増加や

福祉サービスの需要増といった課題に対して、健康に資する対策を充実させ、誰もが健康で、

生涯にわたり活躍することができるまちづくりを進めることで、医療費や介護サービス費等

扶助費の縮減が図られるとともに、元気な高齢者が活躍するなど、佐倉市が中長期的に市勢

を発展させていくために大変重要な施策であると考えます。 

それぞれの基本施策の担当部署におかれては、当懇話会の「改善に向けた提言や意見」を

踏まえ、更なる施策の推進に取り組まれるようお願いいたします。 

また、コロナ拡大により、社会情勢が大きく変化し、行政に求められる役割や市民にとっ

て必要なサービスも変化していますので、これまでの施策内容や事業の実施手法にとらわれ

ることなく、新たな視点で施策を再考するとともに、さらなる改善に向けて事業実施手法を

検討されることを期待します。 

次に、評価方法への意見を申し述べます。 

次年度以降は、当懇話会で修正をお願いした内容を踏まえ、「基本施策評価シート」におい

てコロナ補正をする場合は、その必要性や補正後の評価結果だけでなく、補正に至る過程や

背景も含め、明確に記載するとともに、工夫された点等、良いことは積極的にアピールして

いただき、改善に向けた取組みを加速させていただきたいと思います。 

なお、成果指標については、その設定自体が、前期基本計画において初の試みであったと

伺いましたが、施策の成果を測定するには不十分な指標も見受けられます。今後の中期基本

計画策定に向けては、成果指標の設定方法も検討を要するものと考えます。 

さらに、それぞれの施策の成果指標に、基本施策全体の総合評価に対する比重を設定する

と、総合評価に客観性が増すのではないかと考えます。しかしながら、その決め方が複雑化

してしまうことや、指標自体が一人歩きして市民のミスリードを誘発することが懸念されま

す。成果指標の設定方法については、重要である反面、非常に困難な命題であると思われる

ことから、慎重に、時間をかけて、さらなる研究・検討をお願いするところです。 
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２．各基本施策に関する評価・提言 

(１) 高齢者福祉 

＜市による評価・検証結果（内部評価）＞ 
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＜行政評価懇話会による評価・検証結果（外部評価）＞ 

内部評価結果に対

する検証結果 

妥当 

理由 成果指標の達成状況等では「評価Ｃ：半分程度進捗」ですが、「評価を補正

する理由・活動実績等」において多くの取組みを行っており、コロナ禍におい

て事業活動の縮小を余儀なくされた状況でも、施策の効果を発揮できるよう

工夫を重ねて事業を行っていることなどから、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響による補正対象とし、補正後の評価として「評価Ｂ：概ね順調に推移」

は妥当な評価と考えます。 

改善に向けた提言 ・一例として、認知症の家族がいなくなった場合などにおいての対応が、佐倉

市は他市と比較して対応が早いと聞いていることから、引き続きこうした支

援を継続していっていただきたい。 

・「今後の改善策・方向性」にもあるとおり、オンライン等を活用した事業の

実施など、コロナ禍において事業継続するための改善策を継続して実施して

いただきたい。 

・成果指標の「認知症サポーター数」について、各町内に多いと認知症の方が

暮らしやすくなったり、相談しやすい状況になると考えることから、地区別

に何人、町内別に何人などの計測を行い、少ないところに重点的に取り組む

ような施策を検討していただきたい。 

・高齢者クラブは、歴史があることから仲間もたくさんできています。この歴

史は大事ですので、今後も高齢者クラブが増えていくよう支援に努めてくだ

さい。 

・成果指標としていない他の施策も含めて、医療や介護の関係者との情報交換

や、地域の高齢者支援体制のための話し合いなど、コロナ禍で様々な制約が

ある中ではあるが、現場との話し合いを継続して実施するよう努めてくださ

い。 

その他意見 ・新型コロナウイルス感染症拡大による高齢者への心理的な影響が大きかっ

たことから、高齢者福祉の項目こそが一番影響が大きかったと考えられま

す。特に、コロナでいったん守りに入った人々を外に出すことは大変なこと

であったと考察します。 

・毎年同じ指標でなく、成果を表現するための指標を考えても良いのではない

か。また、指標の「高齢者クラブの会員数」について、分母である高齢者の

人数は増えていくことから人数ではなく割合にすることや、「認知症サポー

ター数」についても人数を指標にするのではなく、佐倉市民 17万人に対す

る割合にした方が、充足されているかを正確に判断できると思われます。 

・成果指標の「居宅介護支援事業所の実地指導件数」について、件数のほかに、

指導の結果どう改善されたかを判断できる指標の検討をお願いします。 
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(２) 健康づくり 

＜市による評価・検証結果（内部評価）＞ 
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＜行政評価懇話会による評価・検証結果（外部評価）＞ 

内部評価結果に対

する検証結果 

妥当 

理由 成果指標の達成状況等では「評価Ｃ：半分程度進捗」ですが、「評価を補正

する理由・活動実績等」において、集団検診の実施期間や実施時間を拡大し、

予約制の導入や来所時の健康チェックの実施などにより受診者が安心して受

診できる環境を整えて実施したことや、医療費についても、コロナ禍による受

診控えにより、先送りして医療を受けたと見込まれ、成果指標が初期値を達成

するのは難しいと考えます。こうしたことから、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響による補正対象とし、補正後の評価として「評価Ｂ：概ね順調に推

移」は妥当な評価と考えます。 

改善に向けた提言 ・チャレンジマイヘルスプランはとても面白い取組みです。また、全国の自治

体では健康増進アプリなどが導入されていますことから、現在紙ベースの佐

倉市でも、市民の健康データを収集する点で規制や注意点はあると思います

が、今後の方向性としてアプリの導入について検討してください。 

・「特定健康診査受診率」は改善しているが、「がん検診受診率」はあまり改善

していない理由として、「特定健康診査」では AI を使用した分析による受

診勧奨を行っていることが受診率の向上の理由の一つとしてあげられるの

ではないか。事業会計が異なることから難しい面もあると思いますが、両診

査は重複している受診者もいることや、がん検診の方が対象者が多いこと

から、こうした受診率の向上のための施策について検討を進めてください。 

・新型コロナウイルスのワクチン接種について、途中から東邦大学病院で高

校生が別枠で受診を申し込めるようになるなど臨機応変な対応をしていた

だいたことから、今後も違うウイルスなどが流行した場合でも同様な対応を

していただきたい。また、反対に中学生以下は小児科でないとワクチン接種

が受けられず、予約が取りづらかったり事前に診察券を発行する手続きを行

ったりと時間や手間がかかった。今後、同じような事態が起きたときの子ど

もへのワクチン接種を検討する際の参考にしていただきたい。 

その他意見 ・新型コロナウイルスのワクチン接種率が県平均より高いというのは、職員

の皆様の努力だと思う。医師会との協力体制による個別接種の推進や、民間

とも連携し集団接種会場を設けるなど、ダブルで接種を勧めたことが大き

な要因であった。 
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 (３) 商工業振興 

＜市による評価・検証結果（内部評価）＞ 
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＜行政評価懇話会による評価・検証結果（外部評価）＞ 

内部評価結果に対

する検証結果 

妥当 

 

理由 成果指標の達成状況等では「評価Ｃ：半分程度進捗」ですが、「評価を補正

する理由・活動実績等」において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う市

内中小企業への支援策や、消費喚起事業を多く実施し、市内経済活動の活性

化を図れたことや、起業塾ではオンラインによる実施など事業継続の工夫が

なされたことから、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による補正対象と

し、補正後の評価として「評価Ｂ：概ね順調に推移」は妥当な評価と考えま

す。 

改善に向けた提言 ・産業用地の確保の見通しが厳しい中、既存企業への再投資に対する助成へ

の見通しなども含めて、今後も企業の誘致などに取り組んでいただきたい。 

・既存の工業団地連絡協議会を想定して企業誘致の助成金制度を整備してい

ますが、魅力的な産業は時代とともに変わることから、例えば、償却資産

が安定して魅力的でもある「データセンター」などの企業の受け皿になる

ことも、検討を進めていただきたい。 

・佐倉インターの周囲は、昔は開発されていなかったが、今は企業が増えて

いることからも、新たな土地利用を検討するなど前もって準備をしておく

ことが必要と考えます。スピード感を持ってもっと積極的に用地の展開を
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するなどの準備を進めてください。 

・地域職業相談室での目標値達成に向けての取組みにおいて、「ひとり一人に

納得してもらえるまで支援を行いました」とあるが、今後も継続して、「納

得」から、さらに「寄り添う」支援を目指していただきたい。 

・起業塾について、受講者から創業する人数が減ったのはコロナ禍による要

因が主なものと考えられるが、設定されているカリキュラムについて、時

代の変化に対応していないものがないかを検証するなど、フォローアップ

を引き続き推進してください。 

その他意見 ・基本施策評価シートの「4年間の取組み」で、「先端技術に関する企業を積

極的に誘致し、外部からの市内への人的、物的投資を呼び込みます。」とあ

り、一方、「目標値に達しなかった場合の要因」で「産業用地が不足してお

り新規立地及び大規模な増設が見込めない」とあることから、辻褄が合う

よう補足の説明等を記載したほうが良いのではないか。 

・企業誘致、創業支援、補助金の活用等については、行政だけでなく地域金

融機関が普段から情報共有を図り、一体となって取り組む必要があるので

はないか。 

・成果指標の「地域職業相談室への市内相談者の就職率」について、率

（％）だけでは達成状況が伝わらないため、規模が伝わるよう、人数も分

かるようにした方が指標の達成状況が伝わるので良いのではないか。 
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(４) 生涯学習 

＜市による評価・検証結果（内部評価）
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＜行政評価懇話会による評価・検証結果（外部評価）＞ 

内部評価結果に対

する検証結果 

内部評価を修正すべき（評価：Ｃ） 

理由 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、公民館や図書館といった施

設の利用制限や主催事業の中止等のため、施策の推進が困難な状況となり、各

施設の活動事業による生涯学習支援サービスが低下した状況にあったこと

が、成果指標の達成状況が低くなった主な要因となりました。しかしながら、

補正前の評価「Ｄ：一部後退している」から、補正後の評価「Ｂ：概ね順調に

推移」へと２段階の評価をあげるためには、具体的な数値を挙げるなどの客観

的な理由が必要になると考えることから、評価は「Ｃ：半分程度進捗」が妥当

と考えるため「内部評価を修正すべき」とします。 

改善に向けた提言 ・佐倉市は地域間の格差があることから、人口が増えていない地域は高齢者

が孤立している場合もあります。特に、外に出たがらない高齢者が行動す

るようになったり、精神的に豊かになるようなプログラムや施策について

検討してください。 

・成果指標「図書館を年に１回以上利用している市民の割合」について、

「電子書籍の普及などにより、図書館利用者が減少している」とあります

が、その対策を検討してください。コロナ対策をしても、電子書籍を楽し

む人は図書館に来ないままだと考えられます。そうしたなかで、「みんなで

つくるおススメの本コーナー」の施策はとても良いと思います。本屋でも

ポップは人目を引くことから、図書館でも、市民だけでなく司書や市長の

おススメの本などのポップを飾るなど図書館が楽しくなるような施策を検

討してください。 

・同じ本を借りてしまう場合があることから、貸し出し履歴を図書カードか

ら読み込んで本人が確認できるシステムや、自分で記録をつける専用ノー

トをつくるなど、実際に、貸出履歴を銀行通帳のような形で残せる取組みを

している自治体もあることから、いろいろと利用者が増えるような工夫に

取り組んでいただきたい。 

その他意見 ・成果指標について、市民意識調査は客観的な評価にならないと感じる。この

場合、サンプリングする期間が 7 月などであることから、前年度の影響を

受けてしまう。コロナ禍ではない通常時は問題ないだろうが、コロナ禍のよ

うに格段に影響があると成果指標との乖離が生じてしまう。そのため、成果

指標の見直しを行ったほうが良いのではないか。 

・令和 5 年 3 月に開館する新町の夢さくら館は、図書館だけでなく飲物が飲

めるところや、歴史の勉強ができるところ、コンサートなどができるなど

様々な使い方ができる。すでに、お祭りの時やワクチン接種の際に活用する

など地域に溶け込んでおり、利用方法を整理して実施され、公民館や図書館

だけでなく複合的な使い方をされることはすごくいいことだと思われるの

で、利用者の V字回復を目指していただきたい。 
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(５) スポーツ振興 

＜市による評価・検証結果（内部評価）＞ 
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＜行政評価懇話会による評価・検証結果（外部評価）＞ 

内部評価結果に対

する検証結果 

妥当 

理由 成果指標の達成状況等では「評価Ｃ：半分程度進捗」ですが、「評価を補正

する理由・活動実績等」において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、多

数のスポーツイベントの開催中止や、一部のスポーツ施設の利用停止などが

あった中、感染拡大予防ガイドラインを作成し、周知啓発に努め、安心してス

ポーツができる環境を整えるなど、施策の効果を発揮するため事務上の工夫

を行ったことなどから、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による補正対

象とし、補正後の評価として「評価Ｂ：概ね順調に推移」は妥当な評価と考え

ます。 

改善に向けた提言 ・感染対策などにより思いきり運動することができず、小学校では運動好きな

子どもが減ってきています。こうした子供たちが運動好きになるために、ビ

ーチボールを使ったミニバレーや、三角形のボールで遊ぶスポーツ、また

酒々井町ではバタポンという卓球のラケットのようなものでバトミントン

をするスポーツなど、スポーツが得意でなくても皆で楽しめるスポーツが

あり、こうした遊び感覚で楽しめるスポーツを提案していただきたい。 

・佐倉ふるさと広場において、ダンボールのカヌー大会が行われた。ダンボー

ルを組み立ててカヌーを制作し、自分たちで制作した船が出ていくといっ

たように、できなかったりしたことができると力になると思う。ぜひ、こう

したプログラムを検討していただきたい。 

・スポーツ施設を整えることも大事ですが、現場にいる指導者も大事であるこ

とから、指導者の年齢によってスポーツの取り組み方に偏りが生じたりす
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ることのないよう、指導者教育について取り組んでいただきたい。 

その他意見 ・基本施策評価シートに、「スポーツイベントを行う場合は、市民体育館を

使用する場合が多いが、新型コロナウイルス感染症のワクチンの集団接種

会場として市民体育館を使用していたため、実施できなかった経緯もある

こと」を記載してください。コロナ禍の状況に応じて、市民体育館でスポ

ーツを提供するよりも、ワクチンの集団接種会場としたほうが利益として

高いといった事情をコロナ補正の説明として必要だと考えます。 

  



【資料１】 

- 24 - 

 

（別添） 

 

佐倉市行政評価懇話会委員名簿 

 

（五十音順、敬称略） 

№ 氏名 経歴等 分野 備考 

１ 浅野 隆 株式会社 千葉銀行佐倉支店 支店長 金融機関  

２ 飯塚 香奈子 元 佐倉市スポーツ推進委員 市民公募  

３ 稲垣 かおる 元 佐倉市市民リポーター 市民公募  

４ 小川 真実 千葉大学社会科学研究院 教授 大学 委員長 

５ 栗田 智 千葉県印旛地域振興事務所 所長 行政機関  

６ 柴倉 宏行 
株式会社 広域高速ネット二九六 

取締役営業本部 本部長 
メディア  

７ 立﨑 貴子 
株式会社 常盤植物化学研究所 

取締役会長 
産業界  

任期：令和４年８月１日～令和６年７月３１日 

 



佐倉市スマートオフィスプレイスの事業報告
（平成30年度 地方創生拠点整備交付金・地方創生推進交付金事業）

①地方創生拠点整備交付金

交付額 41,785,000円

総事業費 86,743,204円

（内訳）

・建築工事 内装工事，間仕切り工事，建具工事 等

・電気設備工事 照明設備工事，配線設備工事，

機械警備設備工事 等

・機械設備工事 空調設備工事，スプリンクラー設備工事，

換気設備工事 等

②地方創生推進交付金

交付額 7,232,977円

総事業費 15,288,873円

（内訳）

・家具 机，椅子，受付カウンター 等

・工具 レーザー加工機，ドライバードリル 等

・電気製品 電子錠コントローラー，スイッチングハブ 等

本事業は、コワーキングスペースとシェアオフィスを備えた施設
を整備することで、テレワーク等の多様な働き方を促進すること、
若者はもちろんのこと、育児中の主婦や定年後も働く意欲をもつ
高齢者等、あらゆる方が起業にチャレンジできる環境を整備する
ことを目指している。

このことにより、市民生活における仕事と生活の調和を図るとと
もに、市内に新事業と新たな創業者を数多く生みだし、新たな雇
用の創出と地域経済の活性化を図ることを目的とした事業である。

事業目的 交付金内容

重要業績評価指数（KPI）
元年度
（目標値）

元年度
（実績値）

２年度
（目標値）

２年度
（実績値）

３年度
（目標値）

３年度
（実績値）

４年度
（目標値）

４年度
（実績見込）

本事業の取り組みによる新規
の起業者数

3 1 4 4 6 6 8 4

本事業の取り組みによるテレ
ワーク就業者の増加数

2 2 3 12 3 29 4 5

コワーキング・シェアオフィス・
会議室・工房利用者の増加数

50 28 25 135 25 -3 10 5

〇H31.4月オープン。愛称「CO-LABO SAKURA」（コラボさくら）

〇京成ユーカリが丘駅 徒歩３分

〇小規模のシェアオフィスが６室、テレワーク用のコワーキングス
ペース、シェア工房、会議室

〇R2年度より指定管理者（山万グループ）による管理運営となり、
佐倉市民の割引プラン、学生割引プランを導入し、利用者増。

新型コロナウイルス感染症対策への一助ともなっている。

施設概要

資料２



平面図 料金体系

利用実績 元年度
実績

2年度
実績

3年度
実績

4年度
実績見込
（R5年1月末）

シェアオフィス 5 6 6 5

コワーキング（月額利用） 23 157 154 160

コワーキング（時間利用）※延べ人数 128 90 90 56

※各年度末月実績


